
 

 

国からの指定等に基づき法人が実施する事務・事業に関する政策評価（個票） 

 

事務・事業名 シルバー人材センター及びシル
バー人材センター連合の業務に
関して行う啓発活動、研修、連
絡調整、指導等、情報・資料の
収集・提供、その他必要な業務 

 

担当部局・担当課室 職業安定局高齢者雇用対

策課 

評価実施時期 令和４年３月 

根拠法令等 高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律（昭和 46 年法律第 68

号）第 46条 

 

類型 講習研修、促進啓発、指

導助言、その他 

指定等の形態 指定 

 

事務・事業の

概要 

○事務・事業の創設時の趣旨 

  シルバー人材センターの健全な発展及び定年退職者等その他の高年齢退職

者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進を図

るためには、臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業機会

の提供体制の整備、確立を図ることが必要となる。このために、シルバー人

材センター事業（以下「シルバー事業」という。）に関する啓発、シルバー人

材センター相互の連絡調整、業務運営担当者の資質の向上などが円滑に行わ

れることが必要である。 

 

○事務・事業の内容 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 46 条において指定された全国シ

ルバー人材センター事業協会（以下「全シ協」という。）がシルバー人材センタ

ー及びシルバー人材センター連合（以下「シルバー人材センター等」という。）

の健全な発展及び定年退職者等その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用

を促進するために、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業

務に関し高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 47 条で規定している以下

の業務を実施する。 

 ・普及啓発事業 

  会員の増大及び就業機会の拡大を図るため、シルバー事業の周知広報を

実施   

  ・研修事業 

   シルバー事業を適正に運営するため、シルバー人材センター等の役職員

の資質の向上を図るための研修の実施 

 ・連絡調整及び指導その他の援助 

   シルバー事業の運営の質的水準を高めるため、シルバー人材センター等

の連絡調整を図り、及び指導その他の援助の実施  

・情報及び資料を収集・提供 

   高齢者の多様な就業ニーズに適切に対応していくために、シルバー人材



 

 
 

センター等の業務に関する情報及び資料を収集し、シルバー人材センター

等その他の関係者に対し提供を実施   

・その他必要な事業  

   シルバー人材センター等の健全な発展及び定年退職者等その他の高年齢

退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な事業を実施 

 

事務・事業の

目的 

シルバー人材センター等の健全な発展及び定年退職者等その他の高年齢退

職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進を

図るためには、臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業機

会の提供体制の整備、確立を図る。 

 

 関連する

政策目標

等 

基本目標Ⅴ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場におい
て労働者の職業の安定を図ること 

  施策大目標３ 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること 

   Ⅴ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること 

 

法人の指定等

の状況 

別紙のとおり 

 

指定・登録

等の基準に

対するよく

ある問合せ

と回答 

特になし 

料金等・積

算根拠 

特になし 

事務・事業

の実績等 

○実績（令和３年度） 

 研修受講者数              358 人 
 派遣元責任者講習             703 人 

職業紹介責任者講習会受講者数      313 人 
指導件数                35 件 

 

国からの補

助金等 

○補助金・委託費（令和３年度予算）： 179,802 千円 

 内容：シルバー人材センター等への指導事業の委託   121,752 千円 
    全シ協への補助金  58,050 千円 

 



 

 
 

事務・事業

の見直し状

況（これま

での検証） 

○行政刷新会議事業仕分け第１弾（平成 21 年 11 月）、独立行政法人・公益法人
等整理合理化委員会（平成 22 年 12 月）の結果を踏まえ、以下の見直しを行
った。 

 
［整理合理化委員会の指摘］（全指定法人制度の在り方を審議会等で議論す

る。） 
●指定法人の在り方の検討 

   厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会（平成 22年 12
月）の報告書を踏まえ、指定法人の在り方について、労働政策審議会職業
安定分科会雇用対策基本問題部会において審議を行ったところ、同部会に
おいて、指定法人及び業務内容について妥当であるとする報告書が取りま
とめられた。 

 
［行政刷新会議の指摘］ 
（予算要求の１／３程度の削減） 

●関連予算の軽減【E：事務・事業実施の効率化】 
   行政刷新会議事業仕分け第１段（平成 21年 11 月）での指摘を踏まえ、

全シ協への補助金について約７割を削減。 
 
○その他、以下の見直しを行った。 

●公務員 OB である役職員の縮減 
   平成 23 年度に、公務員 OBである役員が退任し、後任については、公募

採用を実施した。以降、公募採用で実施。 

事務・事業

の必要性・

有効性等 

●事務・事業の必要性 
定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務

に係る就業機会の提供体制の整備、確立を図るために、全国 1,300 余りの
シルバー人材センターの整備拡充を図ると同時に、シルバー事業に関する
普及啓発、シルバー人材センター相互の連絡調整、業務運営担当者の資質
の向上のための研修の実施などを行っているが、これらの業務を今後も引
き続き円滑に行うために、当該事務・業務は必要である。 

 

●事務・事業の妥当性 
シルバー人材センター等の健全な発展及び定年退職者等その他の高年齢

退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増
進を図るためには、引き続き、シルバー事業に関する啓発、シルバー人材
センター等相互の連絡調整、業務運営担当者の資質の向上などが円滑に行
われることが必要である。これらの業務は、国等の行政機関が自ら行うよ
りも、シルバー事業の健全な発展を図るとともに、高年齢者の能力の積極
的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資する事を目的
として設立された民間団体において行われることが、業務がより円滑かつ
効率的に行われるために適当であり、引き続き、当該事務・事業を行うこ
とは妥当である。 

 
●事務・事業の有効性 

定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務
に係る就業機会の提供体制の整備、確立を図るために、全国 1,300 余りの
シルバー人材センター等の整備拡充を図ると同時に、シルバー事業に関す
る普及啓発、シルバー人材センター相互の連絡調整、業務運営担当者の資
質の向上のための研修の実施などは有効である。 

 

 



 

 
 

事務・事業

の執行体制

の妥当性等 

○指定等を行う妥当性 
シルバー人材センター等の健全な発展及び定年退職者等その他の高年齢退

職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進を
図るためには、臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業機
会の提供体制の整備、確立を図ることが必要となる。このために、シルバー
人材センター事業に関する啓発、シルバー人材センター等相互の連絡調整、
業務運営担当者の資質の向上などが円滑に行われることが必要である。  

  これらの業務の実施に当たっては、国等の行政機関が自ら行うよりも、シ
ルバー人材センター事業の健全な発展を図るとともに、高年齢者の能力の積
極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資する事を目的
して設立された民間団体において行われることが、より円滑かつ効率的に行
われるために適当である。 

  
○事務・事業実施主体の適格性 

●指定等の基準の妥当性 
・実施主体を全国で一つの法人に限定している場合、その理由と見直しの可 
 否 

シルバー人材センター事業は全国の高齢者を対象に統一性、継続性をもっ
て実施されるべきであり、また、シルバー人材センター等相互の連絡調整、
業務運営担当者の資質の向上などを図るものであるため、全国を通じて一個
に限り指定することが適当である 

・指定制から登録制への移行等参入の拡大の可否 
全国のシルバー人材センター等における統一性、継続性をもった事業実施

が必要であるため、指定制度を維持することが妥当。 
・指定等法人に対する指導監督の強化等 

全シ協内に有識者等による検討の場を設け、会員・事業拡大、安全適正就業、

民間事業者と乖離のない価格設定など地域に根ざしたシルバー事業の運営の

検討などを行っているところであるが、引き続き、組織や業務等について不断

の見直しを行う。 
 

●実施主体としての指定等法人の適格性 
・現に指定・登録等されている法人の適格性（業務効率、能力等） 

  事業実施に必要な専門性を有していること、これまでの全国のシルバー人

材センター等における統一性、継続性をもった事業実施のための研修や連絡

調整、適正就業に関する指導実績等があり、最も指定法人として期待される

役割を果たす法人であると考えられることから、全シ協を指定法人として位

置づけることは妥当である。 

政策効果の

把握の手法

及びその結

果 

・高年齢者就業機会確保事業費等補助金 事業報告（令和３年度） 

・高年齢者就業機会確保事業指導事業 実施結果（令和３年度） 

学識経験を

有する者の

知見の活用

に関する事

項 

特になし 



 

 
 

政策評価を

行う過程に

おいて使用

した資料そ

の他の情報

に関する事

項 

特になし 

評価結果の

総括 

（現状分析

（事務・事

業の評価）

と今後の方

向性） 

 

少子高齢化が進展する中、我が国の社会経済の活力を維持するためには、でき
るだけ多くの高齢者が元気で社会の中で活躍・貢献することが必要であり、それ
を担う仕組みの一つとしてシルバー事業の役割はますます重要になると考えら
れる。 そのために、シルバー人材センター等の健全な発展及び定年退職者等その
他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉
の増進を図るためには、引き続き、シルバー事業に関する啓発、シルバー人材セ
ンター等相互の連絡調整、業務運営担当者の資質の向上などが円滑に行われるこ
とが必要である。これらの業務は、国等の行政機関が自ら行うよりも、シルバー
事業の健全な発展を図るとともに、高年齢者の能力の積極的な活用を促進するこ
とにより、高年齢者の福祉の増進に資する事を目的として設立された民間団体に
おいて行われることが、業務がより円滑かつ効率的に行われるために適当であ
り、引き続き、指定法人制度により当該業務を実施することは妥当である。 

また、今後については、全シ協はこれまで、予算の大幅削減と合わせ組織のス
リム化及び業務効率化により合理化を図ってきたところであるが、全シ協の事業
運営について、民間事業者をはじめ国民の理解を得ながら事業を発展させていく
ことが必要である。また、事業運営の更なる効率化等を図っていくことも必要で
ある。 

引き続き、全シ協内に有識者等による検討の場を設け、会員・事業拡大、安全
適正就業、民間事業者と乖離のない価格設定など地域に根ざしたシルバー事業の
運営の検討を行うなど、組織や業務等について不断の見直しを行い、全シ協の事
業運営がより一層効果的・効率的に行われるよう努める。 

  

備考  



 

 
 

別紙 

 

合計１法人 

 ・公益社団法人１法人 

 

法人名 指定等の時期 連絡先（ＴＥ

Ｌ） 

料金等・積算根拠 

公益社団法人（１法人） 

 （公社）全国シルバ

ー人材センター事業

協会 

昭和 61 年 （公社）全国シル

バー人材センタ

ー事業協会総務

課 03-5665-8011 

 

 

  


